
都 市 計 画 法 厚木市住みよいまちづくり条例 

5ha未満
　21日

5ha以上
　36日

建 築 確 認 申 請 提 出

都市計画法による事前調整

※標識設置届出書の提出から承認申請まで

届出翌日から起算し２週間

※承認申請から承認（協議締結）まで

１ha未満　３０日　　１ha以上　４５日

都市計画法第32条に基づく協議

（厚木市住みよいまちづくり条例に基

づく特定開発事業承認手続き）

都市計画法第32条に基づく同意・協議締結

開発行為許可申請書提出

審 査

許 可

検 査 済 証

工 事 完 了 届 出 書 提 出

開 発 行 為 許 可 手 続 き の 流 れ

標準処
理期間

開　　発　　行　　為

開　　　発　　　行　　　為　　　完　　　了

（同意・協議書を添付）

都市計画法第32条に基づく相談（厚木市住
みよいまちづくり条例に基づく相談）

工 事 着 工

工 事 着 手 届 提 出

完 了 公 告

工 事 完 了

完 了 検 査


